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要約 
中絶を選択した女性は，生命の喪失や，社会的に容認されないというスティグマに苦しむ。そのために，自らの

経験や気持ちを誰かに語ることが困難であり，孤独のうちに悲嘆のプロセスを辿る人が多い。本稿では，20 歳前

後の未婚の時期に中絶を経験し，中絶手術後 2 年以上経過した女性 3 名を対象にインタビューを行い，その経験

を聴きとった。そして，中絶を選択する未婚の若年女性が何に迷い苦しんでいるのかを，その経験の固有の意味

を含めて，周囲の人々が理解できるように，描き出すことを目指した。分析枠組みとしては，複線径路・等至性

モデル（TEM）を用いた。妊娠していることに気づき，医師の診断を受け，中絶手術をし，現在に至るまでの時

間経過のなかで，社会的制約やパートナーなどの周囲の人々の影響をうけつつ変化する，中絶経験の多様性を捉

えた。彼女たちは，パートナーの辛さに配慮し，また中絶したことによる罪悪感に苛まれ，それゆえ周囲の人々

に話すことができず，実質的・精神的な支えを得られにくい辛い状態であった。また，中絶をすることで，元の

状態に戻ることを望んでいる人もいた。しかし，時間が経過した後，彼女たちは，妊娠と中絶を，自分の人生に

おける大事な経験として受け容れようと変化していた。 
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Title 
Young Women's Abortion Experiences: The Influences of Social Expectation and Relationships with Others 
 
Abstract 
Women who choose abortion often feel troubled about the loss of life involved and fear social stigmatization.
Consequently, many have trouble discussing their experiences and feelings, and grieve in isolation.  We interviewed
three women who had experienced abortion at least two years before, when they were unmarried and aged about
twenty, to investigate their feelings and what the experience of abortion meant for the women concerned.  Using the
Trajectory Equifinality Model (TEM), we analyzed the diversity of abortion experiences, which were influenced by
social expectations and relations with others, including partners, from when the women first discovered that they were
pregnant until the present.  Most were initially tormented by a sense of sinfulness for having chosen to have the
abortion, and felt guilty about the effect it would have on their partners.  Consequently, they found it difficult to talk
about their experiences to others and to receive support.  With time, however, their feelings changed, and they came to
accept both the pregnancy and the abortion as important experiences in their lives. 
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 1 問題と目的 

 
 
１．１ 人工妊娠中絶と，それに対する社会的評価 

 
 人工妊娠中絶（以下，中絶）とは「胎児が，母体外

において，生命を保持することのできない時期に，人

工的に，胎児及びその付属物を母体外に排出するこ

と」（母体保護法第 1 章第 2 条）と定義され，日本で

は現在，中絶ができる時期は，妊娠 21 週の末までと

されている。つまり，妊娠 21 週の末までの短期間に，

女性たちは，中絶するか否かを選択しなくてはならな

い。曽我部・遠藤・川崎（1999）によれば，中絶を選

択する理由として，比率の高い順に，相手との関係に

おける理由（結婚できない相手である，別れた後に妊

娠が発覚するなど），経済的理由，すでに子どもがい

るため，学業継続のため，年齢的理由（若すぎる，高

齢すぎる）などがあると報告されている。 
 厚生労働省大臣官房統計情報部が実施している実態

調査「衛生行政報告例」によると，2003 年度の中絶

件数は 319,831 件（中絶実施率〔15～49 歳の女子人口

千対〕：11.2）で，前年度より 9,495 件（0.2）減少し

ている。また，年齢別にみてもほとんどの階層で前年

度より数値が低くなり，20 歳未満の中絶件数は

40,475 件（11.9）で，4,512 件（0.9）減少している。

しかし，ここではとりわけ 20 歳未満の件数が着目さ

れ，それまで一括りにされていたものが，2003 年度

より，15 歳から 19 歳までが 1 歳刻みで集計されるよ

うになった。そして，『新たに，「20 歳未満」1 )を詳細

に把握した結果，「19 歳」14,647 件，「18 歳」11,087
件，実施率（筆者注：15～19 歳の女子人口千対）は

順に 19.9，15.7 と高くなっている』と，20 歳未満の

数値の高さが，同年度内の他の年齢層と比較されるか

たちで報告されている。また，2003 年度の実施率が

1989 年対比（1989 年=100）で表示され，『全体では

75，「20 歳未満」では 195，一方，30 歳以上では約 50
となっている』と，20 歳未満の中絶実施率の増加が

強調されている（厚生労働省，2005）。20 歳未満の中

絶に対して，厚生労働省（母子保健課）が，「ショッ

キングな数字。性に関する知識の普及を啓発したい」

（2004/11/02 日本経済新聞夕刊）とコメントしている

ことからも，とりわけ若年層の中絶が非常に否定的な

ものとして捉えられている様子がうかがえる。 
 そもそも，中絶に対する否定的な見方は，学術的な

研究においても，実際に中絶を希望する女性と接する

看護者でも，同様だった。従来の中絶に関する研究は，

中絶に至るような妊娠をいかに避けるかに論点を置く

もの（河野，2002；平井・宮崎・工藤，2002；眞庭・

白井・内藤・片山・益岡・山本・真鍋，2002；小竹，

2003）が主流であった。また，一部の看護者は，中絶

はよくないという認識の下，中絶する女性は中絶につ

いて容易に考え，悩んでおらず，罪悪感をもっていな

いとし，中絶を選択する女性を理解できないと認知し

ている，ということが報告されている（大久保，

2002）。もちろん，中絶という行為が，胎内に宿る生

命を奪い，母体にも負担をかけることを考えると，中

絶を避けるための指導や教育を行うことは重要である。

しかし，中絶を避けるべきだとする認識だけがひとり

歩きした時， 諸事情により中絶を選択せざるをえな

かった女性に負の烙印を負わせ，結果として，この女

性たちを孤立させてしまう可能性がある。これは，ゴ

ッフマン（Goffman, 1963）がスティグマという言葉で

表現した，社会的合意を伴って個人に押し付けられ差

別となるような，ある客観的な負の属性の付与である

といえる。スティグマを負った人々への劣等視は社会

的に正当化され，彼女たちは，差別というかたちで

様々な社会的不利を被ることになる。死産や流産への

同情との対比において，中絶を選択した女性に対し，

道徳的・倫理的責任を求めるスティグマに彩られた

「ドミナント・ストーリー」が，医療従事者を中心と

する援助者の側に依然として残っており，それが，中

絶へのケアの遅れの一要因となっているのである（斎

藤，2007）。 
 
１．２ 語られない喪失経験としての中絶 

 
 中絶を選択した人は，二重の意味で苦しみを背負う

ことになると考えられる。第 1 に，中絶を選択する場

合，程度の差こそあれ体内に宿る生命の喪失の決定に

自ら関与することになり，その罪悪感や自責の念を突

きつけられる，ということがある。そのため，中絶を
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選択した人は，自らの人生において，その出来事を受

け容れていく必要があり，また受け容れることができ

るように，自らの生を語り直す必要があると思われる。

やまだ（2000）は，身近な人の死や自身の病気など，

自分にとって決定的に大きな喪失に直面した時，過去

の人生の意味を問い返し，人生を再編し，新たに生き

ださなければならず，よって喪失は人生の物語が生み

出される典型的な場だとする。そして，重大な喪失に

ついての語りは，変化への可能性を認識することにつ

ながり，何らかの建設的な方法で，喪失に対処する具

体的な行為を導くのである（Harvey, 2003/2002）。し

かしながら，第 2 の苦しみのために，中絶経験を語る

ことが難しくなっているといえる。それが，スティグ

マとしての苦しみである。たとえば，デーケン

（1991）は，社会的に容認されない喪失経験のひとつ

として中絶をあげ，中絶経験者は，その経験や思いを

誰かに話すことが困難で，それゆえ，孤独のうちに悲

嘆のプロセスを辿る人が多いとする。中絶後には不安

や抑うつが高まる（鈴井・柳・三宅，2001；常盤・土

江田・渡辺，2003；木戸・中村・林，2004）という指

摘は，スティグマゆえに語ることが難しく，よって，

罪悪感や自責の念を解消することができずにいること

が，関連していると思われる。 
 こうした見地から，中絶に至る妊娠をいかに避ける

かに論点を置く研究動向とは別に，中絶を選択する当

事者がどのような心理状態であり，中絶に際してどの

ような支援が求められているかを検討する必要性が指

摘されてもいる（Tentoni, 1995；鈴井，1997；木村・

齋藤，2002；長谷，2003；二本松・北林・杉浦，

2004；Rubin, 2004）。適切な支援を行うには，中絶経

験のある女性の目線から，その経験を聴きとり捉える

ことが重要であるだろう。しかし，当事者女性の視点

から経験を捉えようとする研究であっても，質問紙に

よって調査されたものが多く，その経験を丁寧に聴き

とりまとめた研究は，ごくまれであるといえる。 
 中絶経験を当事者の視点から捉えようとした数少な

い研究のひとつに，手術を受ける際の迷いと意思決定

の主体者を中心に，中絶を選択するに至る意思決定過

程を検討した報告がある（杵淵・高橋，2004a）。そこ

では，20 歳以上 50 歳以下の女性 29 名を対象に，手

術の直前または直後にインタビューを行い，意思決定

過程について，それを構成する 22 のカテゴリーと，

「自ら早期に中絶を決定」「迷い続けながら自ら決定」

「自ら決断した後に再決定」「他者の意に添って決

定」の 4 類型をみいだしている。しかし，この研究で

は，年齢をはじめ，婚姻の有無や子どもの有無など，

様々な属性によって異なる女性の中絶経験を混ぜて検

討していることに，注意を向ける必要があるだろう。

とりわけ，婚姻の有無や子どもの有無は，中絶をする

ことの意味を検討する際，非常に重要な要因だといえ

る。対象とした女性の属性について，具体的には，20
歳代が 29 名中 16 名（55.2％），30 歳代が 9 名

（31.0％），40 歳代が 4 名（13.8％）という年齢幅で

あり，婚姻関係の有無に関しては，有り群が 15 名

（51.7％）で無し群が 14 名（48.3％），子どもの有無

に関しても，有り群が 16 名（55.2％）で無し群が 13
名（44.8％）と，多岐に渡っている。つまり，中絶を

選択する意図や経緯などの意思決定過程が，年齢，婚

姻関係の有無や子どもの有無などの違いの区分なく 4
類型にまとめられ，そのために，いわば平均像のよう

な固定化した印象が付与されていることが指摘できる。

様々な属性の女性と日々対峙する医療従事者の立場か

らすれば，幅広い属性にある女性を対象とした意思決

定過程に，関心が寄せられるのかもしれない。しかし，

当事者の中絶経験に接近するには，様々な属性の女性

ではなく，むしろ，年齢や婚姻関係の有無や子どもの

有無などの違いを加味して対象を限定し，中絶を選択

する経緯やその経験の意味を，共通性と固有性の観点

から具体的に捉えることが重要だろう。さらには，こ

の研究ではインタビューを中絶直後に行っているが，

この時期は，中絶手術を行うまでの不安から一時的に

解放された特殊な時期であることを考慮しなければな

らない。たとえば，鈴井ら（2001）は，中絶直後は，

時間をおいた場合に比べて不安得点が低くストレスか

ら解放されて安定しているようにみえるが，時間が経

つ（3 ヵ月後・6 ヵ月後）につれてストレスが上昇す

ることを指摘している。また同様に，中絶 1 ヵ月後に

比べて 2 年後のほうが，中絶したことを後悔している

人の比率が高くなる，という報告もある（Major, 
Cozzarelli, Cooper, Zubek, Richards, Wilhite, & Gramzow, 
2000）。そして，杵淵・高橋（2004a）自身，「今回の

意思決定がその後の女性の心理状態や満足度へ与える
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影響などについては明らかではない」と，自らの研究

の限界を述べている。中絶はストレスの強い出来事で

あるが，成長や円熟の過程を辿る経験にもなりうると

考えられる（Adler, David, Major, Roth, Russo, & Wyatt, 
1992）。なお，杵淵・高橋（2004b）はさらに，上記研

究で，継続的な調査への協力の同意が得られた 21 歳，

27 歳，28 歳の女性 3 名を対象に 2～4 回のインタビュ

ーを行い，彼女たちの中絶経験を，個々人にとっての

意味も含めて記述している。しかし，依然として，婚

姻の有無や子どもの有無については違いがあり，それ

ぞれの背景を加味した考察が充分ではない。 
 以上を踏まえれば，未婚の若年女性の中絶経験に焦

点化し，中絶手術の直前や直後ではなく長期的な時間

経過のなかで，共通する部分と異なる部分とからなる

多様な中絶経験を，当事者にとっての意味も含めて捉

えることが，中絶手術を選択したことで生じる気持ち

や認識の変化を把握するうえで重要だと考えられる。 
 
１．３ 時間的変化と社会的・文化的制約の観点か

ら中絶経験を捉えるための，複線径路・等至

性モデル 
 
 中絶経験は，一過性のものではなく，妊娠している

ことへの気づきから，手術，現在に至るまで，時間の

経過に伴って様々に変化するものである。そのため，

時間の概念を抜きにして中絶経験を捉えることはでき

ない。また同時に，中絶は，社会的な制約の影響も強

く受ける。これら 2 点を含めてその経験を捉えるため

に，本稿では，分析枠組みとして複線径路・等至性モ

デル（Trajectory Equifinality Model：以下，TEM）を

用いる。TEM は，人間の経験を，時間的変化と文化

社会的文脈との関係のなかで捉え，記述するための方

法論的枠組みで，等至性（Equifinality）という概念を

発達的・文化的事象の心理学的研究に組み込もうと考

えたヴァルシナー（Valsiner, 2001）の創案に基づくも

のである（Valsiner & Sato, 2006）。等至性の概念では，

人間は，開放システム（Open System）と捉えられ，

発達における時間的変化と社会や文化との関係性のな

かで，多様な軌跡を描きながらもある定常状態に等し

く（Equi）到達する（final）存在（安田，2005）とさ

れる。 TEM では，ある行為や選択を，等至点

（Equifinality Point：以下，EFP）としていったん焦点

化し，時間的経緯を捨象することなく径路の多様性を

記述する。多様性を具体的に把握するために，等至点

に至りその後に継続する当事者の経験を，時間と共に

ある連続性として捉えるものである2 )。TEM は，歴史

的 構 造 化 サ ン プ リ ン グ （ Historically Structured 
Sampling：以下，HSS）と密接に結びついて理解され

る必要がある（Valsiner & Sato, 2006）。つまり，HSS
では，等至点として定めた行為や選択を，個人的なも

のとして捉えるのではなく，社会的・歴史的に構造化

されているものであると考える。そして，等至点をサ

ンプリングし，そこに至りその後に続く個々人の行為

や選択，経験の多様性を，持続する時間と共にあるも

のとして理解しようとする。たとえば，妊娠をもたら

す性的な行為の許容のされ方が，時代や文化で異なる

ことや，中絶が宗教的に禁止されている国や地域があ

ることは，よく知られていることである。また，日本

において，中絶可能な胎児月齢が，時代によって変わ

ってきたという歴史的変遷がある。こうしたことを考

えても，中絶が，社会的・歴史的に構造化された事象

であることがわかるだろう。つまり，中絶という事象

は，現代の日本において，妊娠 21 週の末までという

時間的に限りのある切迫した状況下で，個人の経験と

しては，中絶をするか否かの選択や決定を行きつ戻り

つさせ，様々に気持ちが揺れるなかで，事前には決定

できない時間の持続と共にある生成的な－ただし，そ

れまでの歩みに制約されて－変化をしていく経験だと

いえる。このように，TEM は，個人の中絶経験を，

社会的・文化的背景を加味しながら，後戻りすること

のない持続した時間の流れのなかで，連綿とした固有

で多様な経験として捉えようとする思考的な枠組みだ

といえよう（Sato, Yasuda, Kido, Arakawa, Mizoguchi, & 
Valsiner, 2007）。 
 また，TEM では，ほとんどの人が通過する地点を

必須通過点（Obligatory Passage Point：以下，OPP）と

する。ここでの「必須」は，「全員が必ず」というも

のではなく，「多くの人がほぼ必然的に」通る，とい

うような意味である。よって，生物学的，あるいは生

理学的に規定された，全人類が共通に経験するような

要因は，必須通過点には含めない。たとえば「誕生す

る」といった，心理学の研究対象にとって前提となる
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生物学的な要因もあるが，現在の関心では，そうした

要因を必須通過点とはしない。ただし，それらをどう

位置づけ捉えるかは，今後の研究の焦点となることで

はある。必須通過点（OPP）は，単に「共通」するか

否かという，外枠的な当てはめの解釈によって一括り

にまとめた行為や選択の束を意味するものではない。

いわば，個人の径路に制約をもたらしている社会的・

文化的な背景に気づくツールのひとつとして，設定す

るものである。固有で多様な背景をもち，本来なら自

由度があるはずの個人が，同じ地点を通るということ

は，そこに潜在的に社会的・文化的な制約がかかって

いる可能性を示すものだと考えられる。それは，時に

は，敢えていうまでもない常識的な行為の連鎖のよう

にみえるかもしれない。しかし，「あることをするに

はこういう道を辿るものだ」というように，我々が，

当然であり常識だと認識している行為や選択であって

も，実際には，文化的な産物である社会制度や現実的

な制約の影響を受けている場合がある。そうした行為

のいくつかを必須通過点として視覚化することによっ

て，人の行為や選択を改めて客観的に対象化すること

ができる。このように，必須通過点を浮き彫りにする

ことにより，社会のなかで生きる人間の制約条件や，

社会制度から提供されている制約条件によって立ち現

れている人間の行為や選択を，記述しやすくなったと

いえる（Sato, Yasuda, & Kido, 2004；サトウ・安田・

木戸・髙田・Valsiner, 2006）。 
 本稿では，TEM の枠組みにより，〈中絶手術をする

こと〉を等至点（EFP）と定め，中絶を経験した女性

たちの，中絶をするに至りその後に続く，気持ちや認

識の変化や行為するありさまを，必須通過点に着目し

つつ時間経過のなかで捉える。そして，制度や医療と

いった現実的制約や周囲の人との関係性などの影響を

受けながら，その時々で悩み，考え，何らかの行為を

選びとろうとする当事者女性の固有で多様な中絶経験

を，その内面から明らかにする。 
 
１．４ 目的 

 
 20 歳前後の未婚の時期に中絶を経験し，中絶手術

後 2 年以上経過した女性に焦点をあて，彼女たちの中

絶経験の語りを分析の対象とする。そして，中絶手術

をするに至るまでと中絶手術後について，その気持ち

や認識の変化，彼女たちが遭遇した出来事を，時間経

過のなかで捉え，中絶経験の可視化を試みる。なお，

本稿は，当事者への直接的な援助を意図したものでは

ない。むしろその目的は，当事者がどのようなことで

苦しみ迷っているかを明確にすることで，周囲の人々，

すなわち，中絶を選択する未婚の若年女性と何らかの

接点をもちうる人々3 ) が ，彼女たちの気持ちを，そ

の経験の固有の意味を含めて理解するきっかけを提示

することである。 
 
 
 ２ 方 法 

 
 
２．１ 研究協力者 

 
 研究協力者は，本研究の目的を説明したうえで知人

を通じて募集し，その呼びかけに応じられた未婚の中

絶経験者3名の方であった（表1）。 
 
２．２ 語りデータの収集 

 
 インタビューは，200X年4 ) 9月から10月にかけて第

3著者が行った。研究協力者が安心して話ができるこ

とを第一に考え，彼女たちが指定する場所（研究協力

者の自宅，あるいは大学の小教室）で実施した。研究

表１ 研究協力者のインタビュー時の年齢と中絶時の年齢 

 A さん B さん C さん 

インタビュー時の年齢 21 歳 27 歳 23 歳 

初回中絶時の年齢 18 歳 20 歳 21 歳 

中絶経験後の経過年数 3 年 7 年 2 年 
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協力者には，事前に質問項目（「何歳の時に中絶を経

験したか」，「妊娠に気づいた時の気持ち」，「どのよう

な経緯で産婦人科を訪れたか」，「手術前の気持ち」，

「手術後の気持ち」，「現在の気持ち」，「パートナーと

の関係について」，「一番辛かったことは何か」）を伝

えたうえで，できるだけ時間の流れに沿って，中絶に

まつわる経験を語ってもらうよう依頼した。なお，イ

ンタビューで聴きとった内容は，事前に許可を得たう

えでMDに録音した。インタビューに費やした時間は，

平均76分（最長125分，最短51分）であった。 
 
２．３ 語りデータの分析 

 
 3名の研究協力者によって語られた経験を意味のま

とまりごとに断片化し，それぞれの経験に，その内容

を端的に表現するような見出しをつけた。そして，各

経験を表現する見出しを時系列に並べたうえで，〈中

絶手術〉を等至点（EFP）として焦点化し，等至点へ

と向かいそこから分岐する各個人の経験を，TEMを

用いた図によって可視化した（図1，2）。なお，〈医師

が妊娠を診断する〉という経験は，身体の変化に気づ

いた彼女たちに妊娠を確定的なものにし，中絶手術を

する選択をもたらすきっかけとなったという点で重要

であり，よって，必須通過点（OPP）として定めた。 
 なお，図では，各経験を線囲みによって表現し，二

重線の囲みは必須通過点（OPP）を，三重線の囲みは

等至点（EFP）を表している。点線の囲みでは，研究

協力者の語りからは得られなかったが，制度的・論理

的に多くの人が通過すると考えられる行為や選択を示

した。これについては，4．3で詳しく説明する。また

矢印に関して，実際に聴きとられた径路を実線で，理

論的に存在すると考えられる径路を点線で示した。 
 
 
 ３ 結果と考察 

 
 
３．１ 中絶経験の時系列的記述 

 
（１）研究協力者の中絶経験における感情や認識，

行為や選択の径路－TEM図による可視化 

彼女たちの中絶にまつわる経験，つまり，個々の状

況下で彼女たちが感じていたことや認識，各時点での

行為に着目し，時間の流れにそった変化を図1に示し

た（図１参照）。 
 彼女たちは共通に，〈身体的変化に気づく〉という

ことを自分の中絶経験の始まりとして取りあげていた。

この経験は，中絶の前提となる妊娠（またはその可能

性）の開始を意味する。そのため，本研究では，〈身

体的変化に気づく〉を必須通過点（OPP）とした。こ

の〈身体的変化に気づく〉（OPP）ことにより予期さ

れた妊娠は，〈医師の診断〉（OPP）によって確定的な

ものとなり，その後，彼女たちは〈中絶手術〉

（EFP）へと向かうこととなる。その間，彼女たちは，

〈「不安」と「気づきたくない」との葛藤〉から始ま

る感情や認識の揺らぎを感じつつも，必要に迫られて

行動していた。それは，〈妊娠検査薬を使う〉ことや

〈病院を探し，訪れる〉こと，そして〈医師の診断〉

（OPP）を受けて〈中絶を決めた〉後は，〈中絶費用

を工面する〉ことや〈承諾書にサインする〉ことであ

った。身体的変化に気づき，行った病院で医師から確

定診断を受けた彼女たちには，気持ちの変化や対処す

べきことがらが待ち受けていた。なかでも，〈「不安」

と「気づきたくない」との葛藤の開始〉，〈病院を探し，

訪れる〉こと，〈承認書にサインする〉ことは，3名と

もが中絶手術を受けるまでに経験しており，これらを

必須通過点（OPP）とした5)。ところで，中絶に際し

ては医療機関との関わりが必須だが，医療従事者にど

のような対応をされたかによっても，その後の気持ち

や行為には変化が生じる。〈中絶手術を断られ〉れば，

受け入れてくれる〈別の病院に行く〉しかない。また，

〈病院で責められる〉のと〈病院で温かく対応され

る〉のとでは，罪悪感や自責の念に苛まれる程度にも

差が出てくるのである。 
 〈中絶手術〉（EFP）以降については，手術の完了

によって為すべきことを実際に終えているだけに，気

持ちの変化が際だって経験されていた。中絶手術直後

は，〈赤ちゃんがいなくなった喪失〉を感じる人がい

る一方で，中絶を終えたことで〈一時的に精神的に解

放され〉た人もいた。その後，〈中絶について考える

ことを回避〉したり〈自責の念〉に苛まれたりしなが

らも，彼女たちは，赤ちゃんのことを受けとめ，それ 
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ぞれに中絶経験を意味づけようとしていった。こうし

た気持ちや認識の変化は，〈中絶手術〉（EFP）までの

時期と比較すると，より顕著なものとなるだろう。

〈中絶手術〉（EFP）までは，妊娠21週までの短期間

に，中絶手術に向けて実際に行動することが優先され

る状態であり，自分自身の気持ちを意識する余裕はほ

とんどなかった。ただし，〈中絶手術〉（EFP）以降で

も，妊娠12週以降の中絶の場合は，〈火葬場に行き，

遺灰を受け取る〉という行動が，必要とされるのであ

る。 
 なお，中絶について，パートナー，両親やきょうだ

い，友人といった他者に相談した場合，それ自体が中

絶経験に変化をもたらしうる偶然のきっかけ，つまり

偶有性（contingency）6 )の始まりとなり，その後の行

為や選択に大きな影響を及ぼす。とりわけ，パートナ

ーとの関係性は，中絶経験を検討する際には欠かすこ

とのできないものであり，よってパートナーとの関係

性についての図を，図1と分けて図2として作成した。 
 
（２）時期に区分した中絶経験－個別の語りから 

 以下では，〈身体的変化の気づき〉（OPP）から始ま

る中絶経験を，〈医師の診断〉（OPP），〈中絶手術〉

（EFP）によって3つの時期に区分し，〈身体的変化の

気づき〉（OPP）から〈医師の診断〉（OPP）まで，

〈医師の診断〉（OPP）から〈中絶手術〉（EFP）まで，

〈中絶手術〉（EFP）以降に分けて提示する。なお，

協力者の語りを「 」で，「 」の中の補足説明は

（ ）で示している。 
 
 a）〈身体的変化の気づき〉（OPP）から〈医師の診

断〉（OPP）までの変化  彼女たちは3名とも，生理

がこないことによって妊娠に気づいたと話している。

Cさんは，それとあわせて吐き気などの体調不良も重

なり，妊娠の可能性に気がついた。身体の変化に気づ

いた時の気持ちは，「まさか？！（A）」「やばいなーと

思って（B）」「（パートナーと花火大会に行っている

時に）もしかしたら私たち今3人なんかも？！と思った

時に，うわーっと思って（C）」と，不安やショック

に近い言葉で表現されていた。彼女たちにとって妊娠

は受け容れがたいことであり，妊娠していないと思お

うとしたようである。Bさんは，「すごい気づくのが

遅かったってゆうか，気づきたくなかったってゆう

か」と，妊娠に気づかないようにすることで，精神の

安定をはかろうとしたと語っている。妊娠しているか

もしれないという「不安」ゆえに気になってしかたが

ない一方で，「気づきたくない」と思うのも事実であ

り，そうした葛藤のために気持ちが揺らいでいる状態

であったと考えられる。 
 しかし，彼女たちがそうであったように，もし実際

に妊娠しているのなら，それは単に妊娠の事実を知る

ことを先送りにしているに過ぎず，そのままにしてい

ると胎児がお腹の中で成長していくばかりだろう。本

来なら，病院に行って検査を受けるということも可能

だが，彼女たちは，「不安」ゆえに気になってしかた

がない気持ちと「気づきたくない」気持ちとの葛藤に

揺れながら，病院に行く前に妊娠検査薬を使っていた。

Bさんは，その時のことについて，「怖くて病院にも

行けず，妊娠検査薬もようよう（筆者注：やっとの思

いで）買って」と話している。 
 このように病院に行く前に検査薬で検査をすること

には，2つの背景があると思われる。第1に，妊娠をし

た場合に，病院に行けばその後どのようなことが起こ

るのかを，彼女たちがよく知らず，不安だからという

理由である。これは，そのプロセスを明らかにすると

いう，本稿の社会的意義にもつながると考えられる。

この点については，4．2で詳述する。第2に，彼女た

ちが，妊娠の可能性を自分のなかだけで確認し，解決

しうるものであるならば解決したいとする気持ちがあ

ることを示している―しかし実際には，後述するよう

に，妊娠検査薬は，妊娠していないことの確たる証拠

にはならない―。すがるようなわずかな期待に基づく

思い込みにすぎないのだが，彼女たちは，もし検査薬

で妊娠していないことがわかれば自分のなかだけで処

理することができる，と考えたようである。他方，い

ったん病院に行ったならば，それは，自分だけでは処

理できないシステムのなかにおかれることになる。た

だし，検査薬で陽性反応が出れば，いよいよ病院に行

かないといけなくなるのも事実である。それは，妊娠

しているかもしれないという不安な気持ちを抱えなが

らも身動きができないでいる状態に踏ん切りをつけ，

病院に行くという行為を後押しする役割を果たしても

いる。 
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 そもそも妊娠検査薬は，妊娠を肯定する材料になっ

ても，否定する材料になるものではない。それは，但

し書きにある「検査結果が陽性の場合は，妊娠してい

る可能性があります。（中略）陰性の場合でもその後

生理が始まらない場合は，3日後に再検査をするか，

直接産婦人科でご相談ください。人によって妊娠のご

く初期では，尿の中にまだ充分にhCG（ヒト絨毛性性

腺刺激ホルモン）が出てきていなくて（後略）」（株式

会社アラクス，1998）という記載からもうかがい知れ

る。このように，病院に行ったら何が起こるのかわか

らず不安であるために，実際には慰み程度にしかなら

ないにせよ，病院に行く前に，できれば妊娠していな

いことを自分で確認したいという切実な思いと，しか

し，もし妊娠しているのであればいよいよ病院に行か

ないといけないという気持ちとがない交ぜになった状

態のまま，必ずしなくてはいけないものでないにもか

かわらず，妊娠検査薬を使う人が多くいると考えられ

る。通常，妊娠検査薬は，妊娠していることを確かめ

る道具として認識されているかもしれない。しかし，

妊娠しているかもしれないということに，恐れや不安

を抱いている彼女たちには，妊娠検査薬を使うことで

妊娠していないことを確かめたいという思いが強くあ

ったと考えられる。 
 さて，彼女たちの「もしかしたら，生理が遅れてい

るだけかも」という淡い期待は，検査薬を使用するこ

とで否定された。その時の気持ちは，「（検査薬を）や

ったら駄目で。えー！と思って（B）」，「うわっ！や

ってもうたーって感じやって（A）」，「判定が出た時

にはやっぱり，って感じやった。もう，泣いたけど

（どうしようもない）（C）」という言葉で語られてお

り，衝撃が大きかったことがみてとれる。とりわけA
さんやBさんの語りは，上述したような，妊娠検査薬

を使うことで妊娠していないことを確かめたいという

切実な思いがあったことを，裏付けているといえよう。

そうした期待が，検査薬の表示によってすっかり覆さ

れたことによる，衝撃の気持ちを表現する語りだと考

えられる。妊娠が成立するとhCGが急速に分泌される

が，尿中hCG濃度は予定生理数日前，少なくとも予定

生理日の頃には妊娠検査薬の感度以上になっており，

この時期に妊娠反応を行えば，妊娠している場合は通

常，陽性になるという（医療法人社団清新会東府中病

院，1999）。換言すると，陽性反応が出れば，妊娠し

ているかもしれないという推測はほぼ確信的なものと

なるのであり，よって結局，彼女たちは病院へ行かざ

るをえなくなった。 
 この間，彼女たちは孤立しがちであり，パートナー

にすら言い出しにくい場合も認められた。身体の変化

に気づく前にパートナーと別れてしまっていたAさん

は，別れた元パートナーに相談を試みたが，妊娠した

事実を受け容れてもらうことすら難しかった。またB
さんは，「検査薬を買って，（検査を）やって（妊娠し

ていることがわかって），追い詰められて」と語って

いる。このように彼女たちは，孤独に不安を抱えたま

まに，行動を起こさなければならない状態であった。

さらに，病院を訪れる局面においても，病院に関する

知識や情報がないなかで，病院を探すことさえも大変

な場合もある。Aさんは，「知らんところの病院も不

安やんか。（中略）でも，だからって地元の病院行く

のも，バレたらどうしようって」と話している。こう

した状況下でなんとか病院を探して訪れたものの，そ

もそも出産を考えていない彼女たちにとって，病院は，

決して快適な場所ではなかった。Aさん，Bさんはそ

れぞれ，「産むお母さんたちのためのものだから，こ

こは，みたいな感じで。（中略）まわりみんな妊婦さ

んだけだもんね。すごい嫌だった（B）」「周りのお母

さんの視線がむっちゃ怖くて（A）」と語っている。 
 〈身体的変化の気づき〉前後から〈医師の診断〉ま

での間の径路は，3名ともほぼ同様であった。この時

期に多様性がみられるのは，いつパートナーに相談す

るか，また，その他の人物に相談するか，ということ

である。Bさんは，生理がこないことへの気懸りを，

パートナーに伝えていた。また，Aさんは妊娠検査薬

で陽性反応が出た時に，元パートナーに電話で告げた

と語っている。この2名は，いずれも妊娠が確定する

前にパートナーに話していることになる。他方，Cさ
んは，吐き気などの体調の変化があった時点で「妊娠

してるかもしれない」とパートナーに話をもちかけて

はいたものの，「不安のまま彼氏に言ってしまうと，

うろたえるだけだから，（医師の診断を受けて）確証

があってから言おうと思った」と語っている。この語

りからは，不安だから早くその不安をパートナーに共

有してほしいと考えるのではなく，不安な状態だから
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こそ言えないという複雑な心境がみてとれる。そこに

は，孤独なまま不安感に襲われているにもかかわらず，

告げられたパートナーが動揺するのではないかと配慮

する様子が感じられる。一方，パートナー以外の相談

相手を得ている人もいた。パートナーと別れていたA
さんは妹に，他方，周りに相談できる友人のいたCさ
んはその友人に相談した。また，それぞれから得た支

えも異なっている。Aさんは妹に，妊娠検査薬で妊娠

している可能性があることがわかった時の動揺を支え

てもらったり，中絶手術費用の一部を借りたりした。

そして，Cさんは，友人に，病院選びのアドバイスを

もらったり，病院について来てもらったりしたという。

身近な人に相談できるこうした関わりは，微視的であ

るが重要なものだといえる。スティグマ視されがちで，

社会的な援助はもちろん理解されることすらままなら

ず，誰かに話すことが困難で孤独に悲嘆のプロセスを

辿ることの多い（デーケン，1991）中絶経験において，

変化のきっかけをもたらすものとなっているのである。 
 なお，半数近く（7名中3名）が妊娠したことを最初

に親に告げたという報告（岸田，2002）とは異なり，

「親になんか絶対いえない（B）」という言葉に代表

されるように，親に相談した人はいなかった。その理

由については3．3で考察する。 
 
 b）〈医師の診断〉（OPP）から〈中絶手術〉（EFP）ま

での変化  訪れた病院で彼女たちは，医師から，妊

娠しているという診断がくだされた。妊娠の診断を受

けた時の気持ちとして，Cさんは「わかってたけど，

そこで絶望的な気持ち」になったと話す。そして，さ

らにエコーを見せられて赤ちゃんを自分で認識した時

に，「そこで一番実感があって，泣いたなぁ」，「でも，

その次どうするってゆうのが考えられんくって，（中

略）もうその事実を受けとめるのにいっぱいいっぱい

で」と話している。このようにCさんは，妊娠の診察

を医師から受けることによって，一挙に「現実を突き

つけられた」という。医師による確定的な診断は，妊

娠検査薬でそれなりの覚悟をしていた彼女たちにも，

かなりの衝撃であったことが推測される。 
 3名の女性たちは，お腹にいる赤ちゃんをどうする

かと医師に聞かれて，中絶することを申し出た。ただ

し，同じように中絶を選択した3名のあいだでも，そ

の時の気持ちには多様性が認められた。パートナーと

の関係が良好であったCさんは，「4日後にいなくなる

命でも，今ここに赤ちゃんがいるなぁ。（中略）ま，

あたしと彼氏しか知らなかったことで，だから，4日
後バイバイやけど」と，自分の「赤ちゃん」に対する

愛情を語っている。また，パートナーと別れていたA
さんは，「産むっていうことは，全然考えへんかった。

産めんかった。状況が状況やったから」と，中絶する

ほか仕方がなかったことを話している。 
 さて，社会では，中絶は良くないことと認識されて

いるが，医療機関においても，そうした否定的な態度

があからさまに示される場合がある。Bさんは，産婦

人科で診察を受けた時はすでに妊娠中期に入っており，

そのため，ひとつ目の病院では，中絶手術を断られた

うえに，「君は赤ちゃんを殺すんだ，みたいなことを

すごい言われて」と話している。確かに，中絶は，

『人工的に胎児及びその付属物を母体外に排出するこ

と』であり，胎児の成長を阻止するための処置である。

生命の誕生に関与することを生業
なりわい

とする産婦人科医に

は，なおさら，中絶を回避すべきこととして認識され

ていた可能性がある。また，12週以降に行われる胎児

の排出は，手続き上も，人の死として扱われることに

なっている。しかし，中絶をせざるをえない状況は，

誰よりも当人にとって過酷なことであり，医療機関で

非難されたうえに手術も断られたことは，Bさんとい

う当事者女性に厳しすぎたという見方は可能であろう。 
 中絶を決めた後，彼女たちは，2つの大きな問題に

直面しなければならない。ひとつは中絶費用に関する

問題であり，もうひとつは，承諾書のサインの問題で

ある。前者について，中絶にはおよそ6万円から20万
円の費用を要する。若年者で周囲からの援助が得られ

ない場合，その費用は，短期間で用意できる額ではな

い。パートナーの助けも受けられず，両親にも打ち明

けられず，貯蓄もなかったAさんは，「とりあえず，

あと4万！あと4万！あと4万！あと4万！とか思って」

「援助交際」をしてお金を工面したという。Aさんは，

そのようにして費用を捻出することを選択する以外に，

中絶費用を工面するすべをもたなかった。このことは，

未婚の若年女性が，誰にも相談できずに孤独なままに

中絶を選択せざるをえない場合の，ひとつの帰結だと

いう見方もできよう。なお，こうした捉え方は援助交
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際を正当化するものではなく，また，そもそも，本稿

は，援助交際の是非を述べる立場にたつものでもない。

次に後者について，中絶には，胎児の父親，つまりパ

ートナーの承諾のサインが必要である。また，妊娠し

たのが未成年である場合，その両親の承諾も必要とさ

れることが多い。よって，パートナーが承諾せず，両

親に相談することもできない場合，承諾書のサインを

自分ひとりで何とかしなければならない。別れたパー

トナーが認知すらせず，両親にも相談できずにいたA
さんは，「ホンマなんか，八方ふさがりやって。彼氏

が助けてくれへんし，親にも言えんし」と，どうしよ

うもなかった当時の辛さを語っている。こうした状況

下で，Aさんには，中絶をするためには筆跡を変えて

承諾書のサインを用意するしか，方法がなかった。 
 医師の診断から手術までの期間は，本研究の協力者

の場合，1週間以内であった。この短期間に，彼女た

ちは，中絶手術が可能な病院を探し，費用や承諾書を

工面するといった現実的な問題を解決しなければなら

なかった。また，この間は，妊娠していることに対す

る思い，病院から受ける対応，パートナーとの関係自

体に，個別性が大きくみとめられる時期である。仮に，

周囲から，精神的あるいは実質的な支えを得ることが

できなければ，孤独なままに中絶に向き合わざるをえ

ず，非常に辛い時期となる。当時のことを思い出して，

Bさんは「ほんとにすっごいなんか，重い石を引きず

って歩いてた感じなのよ。ズルズルと，心にね」と語

っている。またBさんは，「たらい回しにあって，す

ごい怒られて追い返されたのが，すごいショックやっ

て」と，今振り返ってみても，中絶手術をすることが

できる病院をひとりで探す時期が，一番辛かったと話

している。彼女は，「逃げたい，逃げたい，逃げたい，

逃げたい，とずっと思っていた」と語っているが，中

絶を選択する場合，法律で定められた時間的制限があ

り，その気持ちとは裏腹に，逃げることができない状

況下で行動しなければならないのである。 
 
 c）〈中絶手術〉（EFP）以降の変化  中絶手術は，

生まれるかもしれなかった胎児との，別れの時でもあ

る。したがって，手術を受けることにより，新たな気

持ちが生じることとなる。本研究の協力者にも，中絶

手術に，特別な意味づけを行なっている人がいた。A

さんは，中絶手術の際の麻酔が効いている状態につい

て，「すごい，水の音みたいなんが聞こえて。（中略）

細い，ピンクのなにか細い管みたいなところを，ずっ

と，ワーって流れていく夢みたいなんをみて」と，そ

して，その後，麻酔がきれた時については，「あれ，

たぶんあたしの赤ちゃんやわって，すぐ思って。絶対

そうやって思って。最後の最後に，（泣き出す）あた

しに訴えかけるもんがあったんかな，とか思って」と

語っている。また，充分な説明がなされないうちに，

全身麻酔によって中絶手術をされてしまったCさんは，

「あたし赤ちゃんにバイバイゆってへんとか思って。

（中略）知らないうちに赤ちゃんいなくなっちゃった，

みたいなんで，またバーって泣いて」「赤ちゃんごめ

んねって，すっごい 2, 3 日泣きまくってた」と，喪

失感や赤ちゃんに対する償いの気持ちを表現している。

大久保（2002）は，一部の看護者が，中絶をする女性

は中絶について容易に考え，悩んでおらず，罪悪感を

抱いていないと認識していると，指摘している。しか

し，本研究における女性たちの語りからは，そうした

非当事者の想像とは異なり，当事者にとって中絶が，

悲哀や自責の念を伴う重大な出来事である可能性が示

唆される。他方，中絶手術の直後，それまでの葛藤や

辛い状況から一時的に解放されたように感じる人もい

た。Bさんは「でも，ほんとに，終わって，心の鬱々

感がなくなって，手術によって。ちょっと，すごいテ

ンション高かったもんね」と話している。この語りは，

それまでの精神状態がどれ程大変なものであったかを

示すものであり，中絶直後は時間をおいた場合に比べ

て不安が低く，ストレスから解放されて安定している

ようにみえるという報告（鈴井ら，2001；Major et al., 
2000）とも一致する。つまり，Bさんの語りは，妊娠

していることがわかってからの，不安感が払拭された

ことによる一時的な心理状態を示すものであるといえ，

Bさんは，中絶を単に容易に考えていたわけではない

と考えられる。その証拠に，Bさんは，中絶した赤ち

ゃんの遺灰の受け取り，死産届けの提出という処理を

する過程で，自責の念を感じていた。このように中絶

直後の精神状態が様々であったことからは，中絶手術

が，それぞれにとって多様な経験であったことがうか

がい知れる。 
 さらには，時間が経過するなかでの中絶経験の捉え
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方についても，多様性が認められた。パートナーから

の助けを得ることができなかったAさんは，「あの子

がいたから，たぶん，あたしは幸せにならなあかんね

んやと思って，がんばれたこととか多かった」と語り，

自分のお腹のなかに赤ちゃんがいたことを心の支えに

し，その後の辛いことにも耐えてきたと話している。

逆に，ずっと考えないようにしていたと話す人もいた。

Bさんは，「絶対考えないようにしてた。一刻も早く

忘れたかった。でも，逆に引きずってたんやろね。思

い出して受けとめるスタンバイが，まだ，自分のなか

で，ずーっとなかったんだと思う」と語り，そしてC
さんも，「なんか，はじめは，もうそのことに触れな

いようにしようっていうか，立ち直らなっていうか，

悩んだらあかんとか，落ち込んだらあかんとか，とり

あえずもう済んだことにしてしまおうっていう，意地

じゃないけど強がりみたいなのが働いて」と語ってい

る。彼女たちは，中絶という辛い経験について考えな

いようにすることで，自分自身の心の安定をなんとか

保とうとしていたと考えられる。しかし，彼女たちの，

そうした自分自身の辛さや悲しみを覆い隠すかのよう

な状態は，ある出来事をきっかけにして，ほぐれてい

った。Bさんは，中絶を扱ったセミナーに自ら参加す

ることで，Cさんは，就職活動中にある講演を聴くこ

とで，中絶経験を受けとめ乗り越えていくきっかけを

得たと話している。そして，このような時間の経過に

伴う変化は，Aさんも経験している。Aさんは，「ずっ

と，ごめんなごめんなやったんが，今はありがとうっ

て思う。生まれてへんけど，あたしのお腹に宿ってく

れてありがとうって思う。（中略）あの子がいたから。

（中略）もう，がむしゃらやったし，やり方は間違っ

てたかもしれんけど，一生懸命前に進めたから」と，

自分の「赤ちゃん」に対する気持ちの変化について語

っている。また，Cさんは，最初に見せられた時は衝

撃でしかなかった赤ちゃんのX線写真を，常に持ち歩

いているという。 
 彼女たちは，ある時は考えることを避け，ある時は

心の支えにすることで，中絶経験を捉え直していた。

そして，3名とも，次の子どもを大事にしたいと語っ

ていた。このように，中絶経験は，手術で終わってし

まうものではない。抱え方に違いはあっても，彼女た

ちは，何かの折にその経験に立ち戻りながら，自分に

とっての意味を問い直し続けているのである。 
 
（３）パートナーとの関係性－話すことで始まる偶

有性として 

 中絶経験は，パートナーとの関係を含めて捉えるこ

とが重要である。そして，パートナーに話したこと自

体が中絶経験に変化をもたらすきっかけとなり，偶有

性の始まりとなることは，上述した通りである。ここ

では，パートナーとの関係性をとりあげ，その関係が

中絶経験にどのような変化をもたらしたかという観点

から検討したい（図2参照）。 
 
 a）パートナーとの関係における〈身体的変化の気

づき〉（OPP）から〈医師の診断〉（OPP）までの変化 

恋愛におけるパートナー関係が変わることが比較的多

い若年層の場合，Aさんのように，パートナーと別れ

た後に，妊娠に気づくこともある。別れてしまってい

る場合，パートナーに妊娠したことを話さないことも

可能性としては考えられるが，Aさんは妊娠したこと

を伝えた。Aさんは，「とりあえずこれは言わなあか

んよねっと思って，とりあえず言った」と話している

が，このことからAさんが，妊娠をパートナーとの2
人の問題であると考えていたことがわかるだろう。つ

まり，3名の女性たちは皆，妊娠を，パートナーと当

然共有すべきこととして捉えていた。他方，話した時

のパートナーの反応は，それぞれ異なっていた。Aさ

んの場合，「とりあえずサインだけやって。そうしい

ひんかったら，あたし，どうもできひんから」と頼ん

でも，「それもしたくない」と言われ，その後は連絡

さえつかなくなったという。また，Cさんは，パート

ナーに伝えた時の反応について，「やっぱ，俺の子や

ったんやっていうか，責任感とか，罪悪感とか，それ

以外の重荷を背負わはった」と語っている。前のパー

トナーとの子どもだと思い込んでいた彼女は，今のパ

ートナーに，彼の子で良かったと，嬉しい気持ちをい

くら伝えても，「その言葉は彼氏の耳には届かへんか

った」と話している。要するに，女性側が，パートナ

ーときちんと共有すべきこととして妊娠の事実を伝え

ても，パートナーは自分の子どもと認めなかったり，

そのことにショックを受けるばかりだったようだ。そ

うした状態では，妊娠やその後の対処について一緒に
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話し合うことはおろか，受けとめられた感じもなく，

話を聴いてもらった気さえしなかったという。理屈上

の可能性としては，妊娠したら出産を考えるというこ

ともあるだろう。しかし，こうした関係性に埋め込ま

れたなかでは，出産の可能性についてパートナーと話

し合うこともなく，彼女たちには，中絶を考える以外

の選択肢はみえなかったと思われる。なお，パートナ

ーと話し合いをもたずに子どもを産むという選択もあ

るだろうが，彼女たちは，そうした選択もしていない。 
 
 b）パートナーとの関係における〈医師の診断〉

（OPP）から〈中絶手術〉（EFP）までの変化  彼女

たちはその後も，妊娠や中絶，そして胎児について，

パートナーと話をすることはなかった。その理由につ

いて，Bさんは，「もう早く忘れたかった」と，そし

てCさんは，「そんな（責任感や罪悪感を背負い込ん

で苦しむ）彼氏を見たから，赤ちゃんのことについて，

もう話さなかった」と述べている。また，既にパート

ナーと別れていたAさんについては，話ができる状態

でなかったことは前述した通りである。ところが実際

には，その語れなさこそが当の女性の辛さを強めてい

るのであり，これに関しては3．3で改めて検討したい。

なお，パートナーの気持ちを酌み，2人の関係を維持

することを第一に考えたCさんの語りは，「赤ちゃん

を殺してしまうのは悪いってわかっているけど，それ

よりも彼の方が大事。（中略）（心身の負担について

も）私が背負えば済むんだったら，いいわーとか思っ

てしまうねん」というBさんの語りにもみられるもの

である。これらの語りは，彼女たちが，パートナーと

共有して対処してもおかしくはない中絶の問題を，自

分とパートナーとの愛情をつなぎとめ，それまでの2
人の関係でいたいがために，パートナーにすら話すこ

とができずにいた状態を示している。 
 また，パートナーの「赤ちゃん」に対する思いと自

分の「赤ちゃん」に対する思いにズレがあり，それが

「後のしこりになった」とする語りもあった。Cさん

は，「（赤ちゃんに対して）きてくれてありがとうとか

さ，あたしと彼氏の子やで，みたいな。（中略）そう

いう気持ちになりたかったんやけど，彼氏は全くそう

いう感じじゃなくて」と，赤ちゃんへの愛情をパート

ナーと共有できなかったことへの不満を語っている。

確かに，妊娠がわかってから中絶手術をするまでは，

2人を両親とする「赤ちゃん」が存在した。ただし，

女性は「赤ちゃん」のことを身体的変化を伴って感じ

るため，その存在感によって「赤ちゃん」により重要

な意味をもたせるのだろうが，他方，男性にはそうし

た実感がないのが実情である。女性たちが，パートナ

ー間における「赤ちゃん」への思いのズレに不満を感

じる気持ちには，そうした男女の差異に加え，妊娠の

ことを話した時に受けとめられなかった苦い経験が，

影響していると考えられる。それ程までに，パートナ

ーから受容される経験は，妊娠の事実に衝撃を受けた

彼女たちにとって，非常に重要なことなのである。 
 
 c）パートナーとの関係における〈中絶手術〉

（EFP）以降の変化  3名とも，中絶手術後も，中絶

についてパートナーと話さない状態が続いた。パート

ナーと別れていたAさんは，当然，中絶経験を自分だ

けで抱えざるをえなかった。また，Cさんは，パート

ナーと一緒にいる時に何度か話題に出したが，パート

ナーからは，「しんどい，忘れたい」と言われ，話す

ことを次第に避けるようになったという。また，Bさ
んも，中絶の話をすることは「2人の間ではね，結構

タブー」であり，「関係は，そんな抜本的に見直すほ

ど，相手と向き合うことはできなかった」と語ってい

る。つまり，中絶について，2人で共有することはお

ろか，その話題を口にすることさえも難しい状態だっ

た。このような，妊娠や中絶そのものを，まるでなか

ったこととみなそうとする抑圧的な状態は，3．1
（2）で示したような，中絶手術後における女性の気

持ちの大きな変化とは対照的である。そして，こうし

た相違は，自分自身の心情の変化とパートナーの心情

との間に，顕著なズレを感じていた女性たちにとって，

パートナーとの間の大きな溝として認知されていたと

思われる。なお，パートナーは，中絶のことを全く考

えていなかったわけではなく，程度の差こそあれ，男

性として責任感や罪悪感を背負い，中絶を重大な事態

として捉えていたようである。確かに，お互いの気持

ちにズレはあったかもしれないが，中絶手術を終えた

後，男女がそれぞれに中絶や中絶手術という重い出来

事に，対処しようとしていたと考えられる。 
 さて，このように本研究協力者のパートナーは，中
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絶についてあまり話そうとしない人物として語られて

いた。しかし，BさんやCさんによれば，後に別れる

時には，パートナーの方から中絶のことについて触れ

てきたという。このことは，パートナーが，中絶につ

いてそれなりに考えていたことを示すものだろう。た

だし，BさんとCさんは，パートナーが中絶のことを

話す時に用いた責任や義務の感覚に，違和感を抱いて

いる。Bさんは，「最終的に別れる局面になった時に，

『別れたいって思ったことが，これまでに何回もある

んだけど，僕，君のこと，中絶させちゃっているし，

なんか言えなかった』とか言われて，なんかすっごい

むかついて，そういうふうに思ってるんだ，と思った

ね。男の子はね」と語っている。そして，Cさんも，

「一回『別れる』って言った時に，（パートナーが）

『やっぱその義務感が（ひっかかって）』って言って，

（私は）『違う』って言ったけど，『もう俺はそれしか

感じられへん』みたいなこと言ってきはった」と述べ

ている。確かに，実質的には女性が中絶手術の対象と

なるため，男性が責任や罪悪を感じていたことは推測

できる。また，筆者には，そうした男性の思いは，女

性の精神的・身体的負担を思いやるパートナーの心情

として，充分理解できるものだと思われる。しかし，

別れる局面になって，女性にとっては好きで付き合っ

ていたパートナーが，実は，中絶させてしまっている

という義務感から付き合っていたことがわかった時，

それが彼女たちには，大きな違和感として感じられた

のだと考えられる。 
 
３．２ 個々の必須通過点（ＯＰＰ）が形成される

意義に着目して 
 
 本稿では，未婚の若年層の中絶経験について，

TEMという分析枠組みを用い，〈身体的変化に気づ

く〉（OPP），〈医師が妊娠を診断する〉（OPP），〈中絶

手術〉（EFP）に焦点をあてて3つの時期に区分し，妊

娠に気づいた彼女たちが，医師の診断を受けて中絶手

術をするまでに，どのような経験をし，何に迷い，そ

の気持ちや認識がどう変化していったのかを，時間経

過のなかで捉えた。さらに，その途中における，〈「不

安」と「気づきたくない」との葛藤の開始〉，〈病院を

探し，訪れる〉，〈承諾書にサインする〉といった経験

を必須通過点（OPP）として定めることで，中絶を選

択する女性が，どのような事態に遭遇し，どのように

対応したのかを示した。このように必須通過点

（OPP）を定めることによって女性たちが直面する現

実を提示できたのは，次の点で，当事者経験の理解を

深めること以上の意義があると考える。すなわち必須

通過点（OPP）は，人の行為や選択を拘束しかねない

現実的制約をみつけやすくし，また逆に，そうした現

実的制約と偶有性のなかで，人が選択し行為するとい

うことについての理解を促してくれるのである。この

ことに関し，〈承諾書にサインする〉ことを取りあげ

て説明したい。 
 中絶手術を選択するに際し，母体保護法において，

本人とパートナーの同意は必須とされている。妊娠や

中絶がカップルの問題である以上，現代の日本社会に

おいて，それは当然のことだといえる。そして，出産

を選択することができない場合はむしろ，中絶を希望

するのであり，パートナーのサインを得ることができ

るのが通常である。しかし，Aさんの例にみるように，

出産という選択が望めない状況で，パートナーにサイ

ンを拒まれる場合がある。中絶手術を受けることがで

きないそうした「八方ふさがり」の状態で，Aさんは，

サインを「偽造」するしかなかったのだが，出産する

選択肢もなくパートナーのサインも得られない状態に

おいて，「違う筆跡で」「認めの印鑑を取りあえず押

す」ことで手術を受けられることが，追いつめられた

彼女には大きな救いとなったのは事実である。サトウ

ら（2006）は，必須通過点のひとつとして制度的必須

通過点をあげ，それを，制度的に存在し，典型的には

法律で定められているものとして定義している。〈承

諾書にサインする〉は，この制度的必須通過点にあた

る。制度が，保障や代替となりうる一方で，そのため

に身動きできない事態に陥る場合があることを考える

と，必須通過点は，個人の多様性を制約する契機をみ

つけやすくするという点で重要である。 
 もちろん，中絶手術をするに際して，本人とパート

ナーが〈承諾書にサインする〉ことは，法律上の重要

な取り決めである。そしてこのことは，たとえ妊娠の

事実や中絶についてパートナーに相談しにくい状況で

あっても，2人で話をするという相互作用を作り出す

ものであるともいえる。前述したように，パートナー
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に相談すること自体が偶有性の開始であることを踏ま

えると，〈承諾書にサインする〉という必須通過点は，

承諾書へのサインが不可欠であるという現実的な制約

となる一方で，パートナーと2人で中絶に向き合うき

っかけを与え，中絶経験における変化を促すものであ

るとも考えられる。中絶経験の肯定的な意味のひとつ

に，パートナーとの関係を見直す大きなきっかけにな

ることがあげられる－本研究協力者にはいなかったが，

ありえる経験として点線の囲みで図2に示した－こと

を考え合わせても，〈承諾書にサインする〉という必

須通過点は，パートナーとの関係における変化に働き

かけるものになり，貴重な行為だといえる。このよう

に，社会における制約と偶有性の兼ね合いのなかで，

人の経験が変化する様を捉える見方を与えてくれると

いう点でも，ある行為に着目し，必須通過点として焦

点化することには意義があるといえよう。 
 本稿では，〈承諾書にサインする〉という行為を，

社会的・文化的背景をさぐるのに重要な事象として捉

えた。この点をより浮き立たせ，深い文脈に位置づけ

て検討するためには，異なる文化圏や制度における同

様の焦点化が有効だと考えられる。異なる文化圏や制

度内では，全く異なるものが，〈承諾書にサインす

る〉ことと類似した機能を果たしている可能性がある。

また，逆に，〈承諾書にサインする〉という事象が，

全く別の機能をもっているかもしれない。その際，

〈承諾書にサインする〉というような取り決めが，ど

のような背景のもとで成立したのか，あるいは成立し

なかったのかを，中絶の歴史的変遷と併せて捉え，異

文化間の差違を突き合わせて検討する，というような

ことが必要だと思われる。こうした分析を通じて，

〈承諾書にサインする〉という事象に関し，上記のよ

うな洞察や解釈の適切性を検討し，知見を蓄積してい

くことが，非常に重要であると考える。 
 
３．３ 中絶経験を語ることができない辛さに着目

して 
 
 中絶経験の語れなさについて，研究協力者はそれぞ

れ次のように述べている。「そんとき誰かに相談でき

てたら，なにか変わってたかも知れんなーって，今に

なったら思うけど。なんかしらんけど，言えんかって

んやんか。なんかわからんけど（A）」。「ほとんどし

ゃべらなかった（B）」「あのとき話しておけばよかっ

た，もっと話すべきだったって（C）」。 
 こうした，渦中における語れなさは，二重の意味で

辛いものだと考えられる。まずひとつには，相談でき

ないために，実質的，あるいは精神的な支えが得られ

なかったという辛さである。とりわけパートナーとの

関係において，パートナーの負担に配慮して相談でき

なかったということが，結局，パートナーからの支え

を充分に受けることができない状況を引き起こしてい

たのは，3．1（3）でみた通りである。「今から思えば，

（中略）なんか，もうちょっとしてもらっても良かっ

たかなって，思う。でも，好きだったので，あまり言

えずに（B）」という語りからも，女性がパートナー

を気遣い，自分ひとりで解決しようとしていた様子が

うかがえる。また，病院に関する情報を得たり，中絶

費用や承諾書を工面したりするなどの実際的な行為に

ついても，その度ごとに苦労していた実態が明らかに

なったが，話すことができないために，そうしたこと

への実質的な支えを得ることが困難になっていた。C
さんは，「（妊娠に）気づいてから病院行って，おろす

までが短かった」ことを，話せなかった理由のひとつ

にあげているが，逆に，妊娠に気づいてから中絶手術

までの短期間に迅速な選択や対応が求められているか

らこそ，諸々の実質的な支援が必要なのである。この

ことは3．1（2）でみたように，パートナーの他に妹

に相談したAさんや友人に相談したCさんが，相談す

ることによって，その時々で必要に応じて助けを得な

がら行動していた事実からも明らかである。 
 語れないことのもうひとつの苦しみは，自分が本当

に大切に思っているものが，それについて話すことが

できないままに失われていく，ということである。C
さんは，赤ちゃんについて語ることができなかったこ

との辛さや悲しみを，「お腹に赤ちゃんがいる，しか

も，好きな人の子ども，でも産めへんから，他の人に

は言えないっていうのも辛かった。存在しているのに，

誰にも存在を知られないままこの子はいなくなっちゃ

うんや，とか」と表現している。もちろん，中絶とい

う経験に直面し続けている最中，おそらく，敢えて語

らないことで，彼女たちが自分自身を守ることができ

ていた部分はあっただろう。語ることが，常に，苦し
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みから解放する手段となるわけではない。ただ，話す

時期や場所や相手を選びながら，繰り返し思い浮かべ

る自分の赤ちゃんについて，言葉にしていく必要があ

ったのかもしれない。それは，無理に忘れようとした

り，語らずに自分の内に押し込めたりすることで，

「逆に引きずってたんやろうね（B）」「全然消化でき

てない（C）」という思いが残ったとする語りからも，

考えられることである。 
 こうした語ることのできなさを踏まえると，彼女た

ちが，人によってはパートナーや妹や友人などから断

片的な支えを得ながらも，パートナーにきちんと話を

することができないままにそのプロセスをたどってき

た現実は，非常に過酷なものであったといえる。本研

究協力者たちは，語ることができない理由を，直接言

及していない。上記の，「なんか知らんけど，言えん

かってんやんか（A）」という語りにみるように，彼

女たち自身も，その理由がはっきりわからなかったの

かもしれない。しかし，彼女たちが当時，手術の前後

を通してどうしても語ることができなかったことには，

罪悪感や自責の念が関係していたと考えられる。渦中

にいる時，彼女たちは，「なんでそんな無責任なこと

するんだ（B）」と問われたり，「胎児をあんたは殺し

てしまったんや，みたいなこと（B）」を考えさせら

れ，深く傷ついたという。また，人に責められずとも，

中絶手術以後，「ずっと，ごめんな，ごめんな，やっ

た（A）」「赤ちゃんごめんねーって，すっごい，2，3
日泣きまくってた（C）」と語っている。さらにCさん

は，｢赤ちゃんに対して，申し訳ないとか罪悪感と

か」と，自責の念を直接口にしている。このことを考

慮すれば，手術の前にも後にもみられるその語れなさ

は，彼女たち自身が，「自分のなかで，何回も自分の

こと責めて（B）」罪悪感や自責の念を痛いほど感じ

ていたにもかかわらず，それを親や友人や医療従事者

から指摘されれば，あるいは言葉にされなくてもそう

思われていると自ら思い込む－彼女たちもまた，中絶

をスティグマ視する社会のなかで生きている－ことで，

より強くなる罪悪感の重みに耐えられないと感じたか

らだといえる。さらに，こうした隠蔽性が，中絶経験

を不透明にし，援助や解決を困難なものにしている可

能性があるだろう。そして，そうした実質的な方策が

得られないことによる苦しみはもとより，中絶につい

てパートナーにすら話をすることができなかったのは，

大変孤独な辛い状態であったと考えられる。 
 
 
 ４ おわりに 

 
 
４．１ 中絶経験の，時間経過と偶有性による変化 

 
 さて，C さんは，中絶を選択した時のことを振り返

り，「元の自分に戻りたいって気持ちも」あったと語

っている。当時，彼女たちが中絶を選んだ理由には，

妊娠の事実にショックを受けているパートナーの愛情

が得られなくなるのを恐れ，元の自分とパートナーの

関係に戻りたいとする願望が働いていたのかもしれな

い。中絶手術を終えた直後，それはかたちとしては達

成されただろう。しかし，もはや，彼女たちが望んだ

ような元のパートナー関係に戻ることはできなかった

ようである。それでも彼女たちは，妊娠や中絶をなか

ったことにしてはいなかった。時間が経過した後，彼

女たちは改めて意味づけをするなかで，妊娠と中絶を

「なかったこと」にはせず，自分の人生における大事

な経験として受け容れようとする姿勢へと変化してい

った。 
 本稿では，中絶を経験した女性の語りから，中絶経

験を提示し，その意味を検討してきた。しかし，繰り

返し述べてきたように，妊娠はパートナー関係におい

て起こるものである。よって，妊娠がわかった時，パ

ートナーとその事実を共有し，出産する選択肢を含め

てどう対処するかを一緒に考える作業が必要だったと

いう捉え方もできる。本研究協力者のなかには当時学

生だった人もおり，出産に関しては，勉学や経済基盤，

生まれてくる子どもの養育などを含め，慎重に検討す

る必要があるだろう。ただし，学生の身分を有する場

合であっても，周囲の人々の理解や支え，そして社会

的な支援体制があれば，カップル間で話し合い，出産

するという選択をしていた可能性もあったと考えられ

る。なお，協力者である女性からは，男性は，妊娠に

責任を感じて自分を責めはしても－責任を回避する人

もいたが－，妊娠をなかったことにして済ませようと

する存在として語られていた。もちろん，全ての男性
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パートナーがそうした態度をとるわけではないだろう

が，このような態度によってもたらされる女性の負担

感については，記述することができたと思われる。 
 
４．２ 教育と援助への示唆－中絶経験の理解に向

けて 
 
 中絶という経験は，スティグマ視するような社会の

認識，喪失感や罪悪感による苦しみ，パートナー関係

にまつわる難しさ，語られにくさなどを，その特徴と

する。語られにくいということが，当事者女性の苦痛

を強めていることは上述した通りだが，語られにくさ

による弊害は，それにとどまるものではない。すなわ

ち，20 歳未満の女性が年間 4 万人以上－総数にいた

っては年間 30 万人以上－中絶している現状を踏まえ

れば，中絶にまつわる諸々の経験を覆い隠してしまう

のではなく，それぞれの経験から得られる知見の蓄積

を生かせるように，当事者の目線から中絶経験を提示

することは重要なことである。もちろん，望まない妊

娠があり，また中絶によって胎内に宿る生命を奪い，

母体に負担をかける以上は，妊娠をコントロールし，

中絶をしないようにする教育は必要だろう。しかし，

それに加え，中絶せざるをえない状況を想定した教育

もまた重要だと考えられる。それはすなわち，中絶を

選択する未婚の若年女性が，どのようなことを思い，

何に苦しみ迷っているか，そして，どのようなプロセ

スを辿るなかでいかにして中絶経験を意味づけていく

のかを，広く伝えていくという実践である。 
 こうした，中絶にまつわる経験が知識として習得さ

れれば，将来，看護を含む医療職に就く人々，中絶せ

ざるをえない状況に陥った未婚の若年女性たち，その

パートナー，親やきょうだいや友人などの周囲の人々

それぞれが，必要に応じて対処すべき方策を検討する

ことが可能となる。それは，中絶をむげにスティグマ

としてみなすような社会の認識を，変えていく力とな

るかもしれない。もちろん，社会におけるスティグマ

視を防ぎきることは難しいだろう。しかしそれでも，

周囲の重要な他者の援助意欲に刺激を与えたり，「中

絶をする女性は中絶について容易に考えている」とい

うような十把一絡げ的な一部の医療従事者の医の倫理

観に，働きかけるものとなるのではないか。中絶経験

を，その経験の意味も含めて当事者女性の目線から明

らかにすることは，中絶をせざるをえない未婚の若年

女性の苦しみを知り，個別の状況に応じて支えの手を

さしのべようとする姿勢や態度を培う，教育や援助の

基盤をなすものとなる。そして，TEM によって当事

者の語る中絶経験を提示した本稿の試みもまた，その

ひとつの道筋をかたちづくっていると考える。 
 
４．３ ＴＥＭの方法論的意義－共通部分と可変部

分から多様な経験を捉えるために 
 
 本稿では，TEM を用いて 3 名の女性の中絶経験を

詳細に捉え，提示した。TEM は，他の方法，たとえ

ば KJ 法や GTA（グランデッド・セオリー・アプロー

チ）と同じく，質的調査における研究方法として開発

された。時間の持続と共に進行し変化する経験を，平

均像にまとめてしまうのではなく，多くの人が共通に

遭遇しうる出来事の連綿としたつながりと，関係性の

違いなどによって変化しうる個別の認識や行為や選択

を捉え，それらによって構成される固有で多様な径路

を示すことができたという点で，この方法を用いたこ

とに意義があったと考える。等至点（EFP）や必須通

過点（OPP）という要衝に焦点をあて，そこでどのよ

うな経験がなされ，その後にどのようなことが経験さ

れうるのか，ということに関する理解を深めることが，

個人の多様な経験を示す試みを生きたものにする。ま

た，TEM の枠組みによって，本研究の協力者は経験

しなかったが，可能性として制度的，あるいは論理的

に多くの人が辿ると考えられる行為や選択を提示した。

具体的には，前者に関していえば「保護者にサインを

得る」という行為であり，後者に関しては「出産を決

める」という選択である（図 1 参照）。 
 「保護者にサインを得る」行為を「制度的に多くの

人が辿ると考えられる」こととするのは，通常日本で

は，「保護者にサインを得る」ことが，未成年者が中

絶手術を受ける際の要件のひとつとされているからで

ある。ただし，母体保護法の規定で同意が必要とされ

ているのは，本人とパートナーのみである。にもかか

わらず，多くの病院で保護者の同意書が求められるの

は，未成年者に対する手術後のケアの必要性と，未成

年者の契約を真の契約と認めることができないといっ
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た法的な解釈によるとされる。ただし，とりわけ後者

の解釈については，専門的にも無理のある建前的な解

釈であり，余計なトラブルを避けたいとする病院側の

意向を反映したものだとも考えられる。こうした，必

ずしも保護者の同意が必要とは言いきれない状況下で，

「保護者のサインを得る」ことが，通常多くの病院で

必要とされている。今回，慣習的な取り決めであれ通

常必要とされる「保護者のサインを得る」行為が，実

際にはなされなかったのは，上述の，中絶経験の語れ

なさと関連することである。なお，親子関係の悪化が

予測されるためや，少子化社会で産婦人科として経営

を成り立たせるためという理由により，「保護者のサ

イン」を必要とせずに中絶手術を行う病院もある

（BRIGHT SEX LIFE, 2005）。 
 また，「出産を決める」選択を「論理的に多くの人

が辿ると考えられる」こととするのは，実際，妊娠し

た未婚の若年女性が「出産を決め」て母になることが，

可能性として充分にありえることだからである。大川

（2004）は，10 代の未婚の女性が，妊娠を契機にパ

ートナーと話し合って結婚を決め，あるいはパートナ

ーと別れるがシングルマザーとなる選択をするなど，

出産に至る経過は様々であるにせよ，子どもを産み，

社会的逆境のなかで母親として逞しく生き生きと生活

している姿を描き出している。質的研究では少数の事

例を詳細に分析することが多く，中絶経験のある未婚

の若年女性 3 名を対象にした本研究も然りである。こ

うした研究において，可能性としてありうる行為や選

択を提示することは，本研究の協力者にはみられなか

ったが，他の，同じような経験をしている人々の中絶

経験への理解を広げるという点で，意味あることだろ

う。さらに，中絶にまつわる様々な困難に遭遇して気

持ちが揺さぶられ，他の選択肢がみえないでいる当事

者女性に，代替的な可能性を示すものにもなる。未婚

の若年女性の妊娠を，予防すべき深刻な事態だと捉え

る視点が多いなか，妊娠に伴う様々な決定を当事者が

くだすことができるように，可能な選択肢を示す試み

は重要である（Simpson, 2006/1990）。 
 こうした制度的・論理的に多くの人が辿ると考えら

れる経験は，むしろ，少数の研究協力者を対象として

その経験を丁寧に捉えたからこそ，ありえる径路とし

てみえてきた，ということができる。そうした世界を

実際に可視化することは，周囲の他者も含め，実際に

は経験しない人々にも追体験しうるものとして提示で

きるという点でも，意義があるといえるのではないか。

もちろん，現実には，選択肢が無数にあるわけではな

い。人は，社会における制約を受けつつ，他者と様々

に関わるなかで，選択し，行為する。そして，それを

結節点として焦点をあてたものが，等至点（EFP）で

あり必須通過点（OPP）である。このように，等至点

（EFP）を焦点化することで，必須通過点（OPP）を

浮き彫りにし，そこ，あるいはその前後で，人々が行

為していることを明らかにしつつ個人の経験の全体像

を示すからこそ，個人の多様な径路が明らかになる。

各人の各行為や選択に焦点をあててその一連の径路を

丁寧に記述する試みは，個人の経験を全体として捉え

る姿勢に背反するわけではない。また，こうして可視

化した彼女たちの経験は，後に経験しうる人々に対す

るモデルとして役立つものにもなるだろう。ここでい

うモデルとは，基本であるとか定形であるとか，手本

として倣うべきもの，ということを意味しているわけ

ではない。いわば，こういう行為や選択もあるのだと

いった，経験のバリエーションとして提示するもので

ある。それは，語られにくく，よって明らかにされに

くい中絶経験を，多様な経験のひとつとして他の人々

に伝えることができるという点で，有効だといえる。 
 以上，まとめたように，TEM は，持続する時間の

経過に伴って，現実の制約や偶有性のなかで選択し行

為する，個別経験の多様性を記述するのに，意味をも

つ方法であると考えられる。 
 
４．４ ＴＥＭの方法論的限界と今後の課題 

 
 さて，TEM には，多様性の記述に効果的であると

いうその特性ゆえの，方法論上の限界もある。それは

ひとつに，普遍性や一般性をみいだすことは難しい，

ということがあげられる。そもそも，TEM は量の大

小を問題とするものではなく，よって，どの径路が

「一般的」な径路であるかを提示することは，その目

的にはない。しかし，「普遍性・一般性」と「特殊

性・個別性」をつなぐ，多様性の束のようなものを捉

えることは可能であり，実際に行っている。結節点と

して焦点化した等至点（EFP）や必須通過点（OPP）
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が，まさにそれである 7 ) 。さらには，それら等至点

（EFP）や必須通過点（OPP）といった多様性の束を

基軸にして，類型にまとめあげるといった試みも行わ

れている。安田（2005）は，不妊経験の多様性を記述

する際，9 事例の類型化を介在させたうえで，各類型

の代表事例を記述するという分析プロセスを採ってい

る。そして，限界のふたつ目として，因果関係を説明

することはできない，ということがあげられる。

TEM では，ある経験をしたからこうなったというよ

うな，因果関係をみいだすことを，目的としてはいな

い。よって TEM は，「そのような行為や選択をした

から，後にこういう道筋を辿った」のだとか，「なぜ

必須通過点が必須通過点として決定されているのか」

というような，因果関係の検討を行うものではない。

しかしながら，社会的・文化的な影響を受けていると

考えられる経験を必須通過点として捉えることにより，

「行為や選択にはどのようなものがあり，また，それ

らがどのようになされるのか」といった，社会のなか

で行為や選択が立ち現れてくるありさまを記述するこ

とはできる。もちろん，人間の経験することには，社

会や文化の枠組みを超えた生物学的なものもある。生

物である以上，「誕生」や「死」などという事象は，

社会や文化の影響の如何にかかわらず，どうしても避

けることができないことだといえる。TEM では，そ

うした要因を必須通過点と定義しないことは，1．3
で述べた通りであり，生物学的な要因と社会的・文化

的な要因とを可能な限り区分しつつ，必須通過点とし

て浮き上がらせた行為や選択を検討することは，重要

なことである。研究法における方法論上の意義が期待

できるからこそ，その適用可能性や有効性を追究しつ

つ，限界と課題を認識しながら，TEM の活用法を模

索していく必要があると考える 8)。 
 

 
注 

 
1) 「 」はウェブサイトでの表記のままであり，筆者

の加筆によるものではない。このことからも，厚生

労働省が，20 歳未満の数値を強調して提示している

ことがうかがい知れる。 
2) TEM では，行為や選択を，生起順序にしたがって整

理することができる。しかし，単に，各事象を序列

に従い羅列するだけのものではない。 

3) 関わり方や距離，親密性の差違こそあれ，誰しも，

中絶を選択する未婚の女性と接点をもちうる存在だ

といえる。具体的には親，きょうだい，親戚，親友，

知人，医療従事者，教育者などである。よって，周

囲の人々とは，現代の日本社会に生きる人々，とい

う言い換えもできるだろう。単にスティグマ視され

がちな中絶という事象について，当事者経験の観点

から，詳細に提示し理解を促す本稿の立場性は，現

代社会に生きる一般の人々に働きかけてこそ，より

意義があると考える。 
 スティグマ視が完全になくなるのは難しいことか

もしれない。また，中絶することがよい，と述べて

いるわけではない。しかし，中絶を単にスティグマ

視するといった単線的・固定的な認識をほどくこと

は，意味あることだと考える。それが本稿における，

当事者の中絶経験について，詳細に提示することに

より「理解」を促す，という観点である。もちろん，

こうした領域では，「援助」との関わりを完全に切り

離して考えることはできないが，むしろ，「理解」は

「援助」の前提として重要であり，その意味では

「援助」を射程に入れている。ただ，本稿の立場で

いうと，あくまでも「援助」は次段階に検討するこ

ととし，まずは，「理解」を促すことを目的にすえて

いる。また，一般の人々を想定しているという点で

も，「援助」に焦点を当てることは難しく，また，目

的にそぐわない。援助や支えとなると，やはり，日

常的には親やきょうだいなどが，そして，専門的に

は医療や教育に携わる者などが，関与するものだろ

う。ただし，援助や支えの重要性については切り離

すことができないため，本文中でも述べている。親

やきょうだいの関わりの重要性については 3．1
（2）で，また，医療や教育における専門的な関わり

の重要性については，追記的に 4．2 で触れた。 
4) インタビュー実施年に関する「200X 年」という表記

は，臨床心理学の事例研究における，個人情報保護

を考慮した記述の仕方に基づくものである。質的研

究は，日常生活の中に深く入り込み，研究協力者の

「私的な世界」に関わることが多い。研究協力者の

個人的な情報の取り扱いを一歩間違えると，研究協

力者の権利を侵害してしまう危険性も生じかねない。

したがって，研究協力者の個人的な情報の取り扱い

に関して，倫理的な面での充分な配慮が欠かせない

（都筑，2004）。とりわけ，中絶のような，個人情報

の守秘に厳重な注意を要する事象については，論文

執筆に際し，研究協力者の特定を困難にするような

記述を施す倫理的配慮が必要不可欠となる。インタ

ビュー実施年を曖昧にした「200X 年」という表記は，

研究協力者全員の年齢の特定を一挙に不可能にする
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という点で，個人情報の取り扱いに配慮を施したひ

とつの方法である。 
5) 〈身体的変化に気づく〉，〈「不安」と「気づきたくな

い」との葛藤の開始〉，〈病院を探し，訪れる〉，〈医

師が妊娠を診断する〉，〈承認書にサインする〉とい

う必須通過点（OPP）を経て，〈中絶手術〉（EFP）に

至る径路は，常識的で当然の流れだという指摘があ

るかもしれない。しかし，ここで留意すべきは，〈中

絶手術〉を等至点（EFP）として捉えたからこそ，

〈身体的変化に気づく〉，〈「不安」と「気づきたくな

い」との葛藤の開始〉，〈病院を探し，訪れる〉，〈医

師が妊娠を診断する〉，〈承認書にサインする〉とい

う複数の必須通過点（OPP）を結節点とした行為や

選択の連鎖が，半ば自然に立ち現れたようにみえる，

ということである。しかし，こうした，いわば「芋

蔓式」に明らかになった一連の中絶経験は，決して

自明のものではなく，実は，文化的背景をもった社

会制度や社会的な制約によって，「必然的に」かたち

づくられたものではないだろうか。既存の文化社会

的現実のなかで日々生きている我々が，通常みえに

くくそれゆえ当たり前だと思っている事象は，実は

社会的，文化的に成り立つものであるということが，

ここで改めて明確になったと考える。 
6) そもそも，日本の心理学では，「随伴性」の意で訳さ

れるものであったが，近年では哲学や心理学などで，

「偶有性」と訳す例が散見されている（高木，

2003；杉尾，2005）。偶然の一致に結びついてはいる

が，単に偶然事象であるという意にとどまらない。

ある種の文脈のなかでは，一回性で必然的で反復不

可能な事象であり，その出来事と遭遇することによ

って，その後が非可逆的に変化していくという新た

な次元の生成を可能とする，ということを含意して

用いるものである。 
7) 等至点（EFP）や必須通過点（OPP）としてどのよう

な事象を焦点化するかは，研究目的による。こうし

た分析可能性の固定性・確定性は，他の多くの質的

研究と同程度であるといえるだろう。 
8) TEM を題材に発表・議論するなかで，「インタビュ

ーによって聴きとられた物語を，客観的な事実のよ

うにみえる径路（ trajectory）として描くことの是

非」について，指摘を受けることがある。こうした

指摘には，ふたつの問いかけが含まれていると考え

られる。ひとつは，インタビュー調査では，語り手

が，事実ではないことを語ることがあるのではない

かという疑問であり，もうひとつは，そうした物語

を，客観色の濃い径路として示すことは正しいこと

なのか，という問題提起である。 
 前者については，インタビューによって聴きとら

れた物語は，「事実であるか否か」を判定するもので

はない，という回答を用意することができる。そも

そも物語とは，経験を有機的に組織化すること，そ

して，それを意味づける意味の行為（ Bruner, 
1999/1990）なのである（やまだ，2006）。物語に関

するこうした基本的な認識は，後者への回答にもつ

ながっていく。すなわち，当事者によって語られた

物語のなかに埋め込まれた「経験」や「出来事」を，

モデル（4．3 にて説明）としての径路に組み込むこ

とは，当事者の意味世界を視覚的に明示した点で，

意義があるといえよう。 
 まとめると，「径路」の図示は，当事者の，時間の

持続と共にある連綿とした意味世界に関し，視覚的

な理解を促すのに，効果的な方法だと考えている。

それが，中絶を選択しうる未婚の若年女性，ならび

に，援助や教育にかかわる人たちに役立つことは，4．
2 や 4.3 で述べた通りである。もちろん，当事者経験

をより深く理解するためには，図示と併せて，文脈

に埋め込まれた当事者の意味世界を丁寧に記述する

ことが重要であるのは，いうまでもないことである。 
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